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午前10時00分開会 

○議長（松山 力弥）  おはようございます。今、須恵町におきましても大雨警報が出ている状態

ではございますけれども、これ以上災害が大雨が降らないように祈るだけでございます。また、

熊本県の人吉市等においても亡くなられた方、お悔やみ申すとともにまた被災者の方に１日も早

い復興を目指していただきたいと思っております。 

 それでは、ただいまから令和２年第３回須恵町議会臨時会を開会します。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 まず、議会運営委員長に議会運営委員会の経過報告を求めます。１３番、三上政義君。 

○議会運営委員長（三上 政義）  おはようございます。令和２年第３回臨時会議会運営委員会の

協議結果を御報告いたします。 

 本日、午前９時から議会運営委員会を開催いたしました。今回提出された議案は３件で、条例

改正１件、財産の取得１件、補正予算１件でございます。 

 委員会付託については、予算審査特別委員会１件、総務建設産業委員会１件、文教厚生委員会

１件となっております。 

 提案理由の説明後、予算審査特別委員会及び常任委員会において審査、終了後本会議を開催し、

委員長報告、質疑、討論、採決を行います。 

 なお、会議は本日１日としております。 

 以上、議会運営委員会の報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第１．会期の決定について

○議長（松山 力弥）  日程第１、会期の決定についてを議題とします。 

 第３回臨時会の会期を本日１日限りとすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、第３回臨時会の会期を本日１日限りとす

ることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第２．会議録署名議員の指名について

○議長（松山 力弥）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１１７条の規定により、７番議員、８番議員を指名します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第３．議案第６４号

○議長（松山 力弥）  日程第３、議案第６４号須恵町課設置条例等の一部を改正する条例を議題
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とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  おはようございます。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 議案第６４号 須恵町課設置条例等の一部を改正する条例についてでございます。提案理由と

して、防疫及び健康事業の拡充を目的とした機構改革を実施するに当たり、必要な体制の整備を

図るため、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するものです。 

 ２ページは改め文です。 

 ３ページをお願いします。新旧対照表で説明をいたします。 

 第１条関係、須恵町課設置条例の一部を改正する条例でございますが、右側の改正前、課の設

置、第１条第５号の健康福祉課を福祉課に改め、第６号に健康増進課を加え、第７号に都市整備

課を繰下げます。 

 ４ページをお願いいたします。 

 次に、第２条関係、須恵町議会委員会条例の一部を改正する条例、第２条の６行目、健康福祉

を福祉及び健康増進に改めます。 

 ５ページをお願いします。 

 第３条関係、須恵町老人保健福祉計画審議会条例の一部を改正する条例、第７条改正前、健康

福祉課を改正後、福祉課に改めます。 

 ６ページをお願いします。 

 第４条関係、須恵町コミュニティーバス条例の一部を改正する条例、別表第５条関係のバス運

賃が無料となる高齢者の区分、改正前、健康福祉課交付のを削除いたします。 

 ２ページに戻っていただいて、附則でこの条例は令和２年７月１０日から施行するものでござ

います。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６４号を総務建設産業委員会に付託したい

と思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６４号を総務建設産業委員会に付

託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第４．議案第６５号
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○議長（松山 力弥）  日程第４、議案第６５号 財産の取得についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。御手洗子ども教育課理事。 

○子ども教育課理事（御手洗文生）  おはようございます。 

 議案書１ページをお願いいたします。 

 議案第６５号 財産の取得についてでございます。 

 財産を取得することについて、須恵町有財産の取得管理及び処分に関する条例第２条の規定に

より、本議会の議決を求めるものでございます。 

 １、取得する財産、学習者及び指導者用コンピュータ ３,１８０台。 

 ２、取得の方法、指名競争入札。 

 ３、取得価格、１億４,３０６万８,２００円。 

 ４、契約の相手方、住所、福岡県福岡市博多区千代２丁目１番１５、株式会社学映システム福

岡営業所、所長、松尾雄一郎。 

 提案理由といたしまして、文部科学省が推奨するＧＩＧＡスクール構想の加速化により、町内

全児童生徒及び教職員に１人１台のＰＣを配付するため財産を取得するものでございます。 

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６５号を文教厚生委員会に付託したいと思

いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６５号を文教厚生委員会に付託し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第５．議案第６６号

○議長（松山 力弥）  日程第５、議案第６６号 令和２年度須恵町一般会計補正予算（第３号）

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。諸石総務課長。 

○総務課長（諸石  豊）  議案書の１ページをお願いします。 

 議案第６６号 令和２年度須恵町一般会計補正予算（第３号）についてでございます。 

 地方自治法第２１８条第１項の規定により、一般会計補正予算を別冊のとおり提出するので、

本議会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、予算書の１ページをお願いします。 

 令和２年度須恵町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 
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 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１,７２６万４,０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１２９億１,００９万６,０００円とする。 

 第２項で款項の区分及び金額は、次のページの第１表 歳入歳出予算補正によるとしています。 

 補正予算書の２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入からです。 

 １９款 繰越金 １項 繰越金１,７２６万４,０００円の増額補正は、前年度繰越金を計上し

ております。 

 次に、３ページ、歳出です。 

 ９款 消防費 １項 消防費１,６３１万円の増額補正は、新型コロナウイルス対策事業で災

害避難所の需用費、備品購入費が主なものです。１０款 教育費 ５項 社会教育費９５万

４,０００円の増額補正は、文化財補助事業で文化財維持管理補助金です。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（松山 力弥）  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑あり

ませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、議案第６６号を議長を除く１３人で構成する予算

審査特別委員会に付託したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、議案第６６号を予算審査特別委員会に付

託します。 

 なお、予算審査特別委員会の正・副委員長については、調整ができておりますので御報告しま

す。委員長に今村桂子君、副委員長に三瀚栄重君であります。 

 ここでお諮りします。これより暫時休憩に入りたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、暫時休憩することに決定しました。再開

を予算審査特別委員会及び各常任委員会の審査が終わり次第とします。 

 暫時休憩します。 

午前10時13分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡

午前11時24分再開 

○議長（松山 力弥）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 お諮りします。付議されました議案については、休憩後、日程を追加することになっておりま

すので、送信しております議事日程のとおり追加し、議題としたいと思いますが、御異議ありま

せんか。 
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〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、日程を追加し、議題とします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第６．議案第６４号

○議長（松山 力弥）  日程第６、議案第６４号 須恵町課設置条例等の一部を改正する条例を議

題とします。 

 総務建設産業委員長の報告を求めます。１１番、田ノ上真君。 

○総務建設産業委員長（田ノ上 真）  議案第６４号 須恵町課設置条例等の一部を改正する条例

について、総務建設産業委員会の審査報告をいたします。 

 議案書の１ページをお願いします。 

 提案理由として、防疫及び健康事業の拡充を目的とした機構改革を実施するに当たり、必要な

体制の整備を図るため、当該条例の一部を改正する必要が生じたので提案するもので、現在の健

康福祉課を福祉課と健康増進課に分割し、課名を変更することによる各条例の一部改正です。 

 ３ページをお願いします。 

 新旧対照表です。第１条関係、須恵町課設置条例の一部を改正する条例、改正前第１条第５号

の健康福祉課を改正後福祉課に改め、第６号に健康増進課を加え、第７号に都市整備課を繰下げ

るものです。 

 ４ページをお願いします。 

 第２条関係、須恵町議会委員会条例の一部を改正する条例、第２条の６行目、改正前健康福祉

を改正後福祉及び健康増進に改める。 

 ５ページをお願いします。 

 第３条関係、須恵町老人保健福祉計画審議会条例の一部を改正する条例、第７条改正前健康福

祉課を改正後福祉課に改めるものです。 

 ６ページをお願いします。 

 第４条関係、須恵町コミュニティバス条例の一部を改正する条例、別表第５条関係のバス運賃

が無料となる高齢者の区分、改正前健康福祉課交付を削除する。これは須恵町に限らず、他町の

介護証をお持ちの方も無料の対象となることから削除とするものです。 

 ２ページに戻っていただきまして、附則でこの条例は令和２年７月１０日から施行するとして

おります。質疑として、新設課の人員配置についてのものがあり、回答として現行の健康部門と

福祉部門を基準に行うというものでございました。 

 以上、採決の結果、総務建設産業委員会全員賛成で可決としております。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はあり
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ませんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第６４号について採決に入ります。本案に対する委

員長の報告は可決です。よって、議案第６４号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方

は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第６４号 須恵町課設置条例等の一部

を改正する条例は、委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第７．議案第６５号

○議長（松山 力弥）  日程第７、議案第６５号 財産の取得についてを議題とします。 

 文教厚生委員長の報告を求めます。９番、三瀚栄重君。 

○文教厚生委員長（三潴 栄重）  議案第６５号 財産の取得について、文教厚生委員会の審査報

告をいたします。 

 財産を取得することについて、須恵町有財産の取得管理及び処分に関する条例（第２条）の規

定により、本会議の議決を求めるものです。取得する財産、学習及び指導者用コンピュータ

３,１８０台、取得の方法、指名競争入札、取得価格１億４,３０６万８,２００円、契約の相手

方、住所、福岡県福岡市博多区千代２丁目１番１５号、株式会社学映システム福岡営業所、所長、

松尾雄一郎。 

 提案理由として、文部科学省が奨励するＧＩＧＡスクール構想の加速化により、町内全児童生

徒及び教職員に１人１台のＰＣ端末を配付するため、財産を取得するものです。文部科学省より、

端末整備の前倒し支援があり、本年度中に整備した場合、児童生徒の３分の２、１,９３０台の

ＰＣ端末が１台当たり４万５,０００円を上限に補助されます。７月２日に仮契約を締結し、本

会議で議決となれば議決日をもって契約の効力が生じ、本契約となるものです。 

 質疑として、タブレットは持ち帰りができるかとの質疑に、学校のキャビネットで各クラスご

とに保管し、持ち帰りは今後の検討課題との答弁がありました。今後、リモート授業を検討する

かとの質疑に、それができるものを導入しており可能であるが、通信料がかかるとの答弁があり

ました。タブレットはどれくらいもつかとの質疑に、バッテリーは３年、使い方によっては５年

もつとの答弁がありました。またクラウド使用で行うとのことです。入札は何社で落札率はとの

質問に、７社の入札会で５社が辞退、１社遅刻で、１社の入札となり、落札率１００％となりま

したとの答弁があり、１社でも入札は成立するとのことでした。 

 以上、採決の結果、全員賛成で可決としています。 

 以上です。 
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○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありま

せんか。癩癩質疑なしと認めます。よって、これより討論に入ります。討論はありません

か。癩癩討論なしと認めます。よって、議案第６５号について、採決に入ります。本案に対する

委員長の報告は可決です。よって、議案第６５号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の

方は起立願います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第６５号財産の取得については、委員

長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第８．議案第６６号

○議長（松山 力弥）  日程第８、議案第６６号 令和２年度須恵町一般会計補正予算（第３号）

を議題とします。予算審査特別委員長の報告を求めます。１４番、今村桂子君。 

○予算審査特別委員長（今村 桂子）  議案第６６号 令和２年度須恵町一般会計補正予算（第

３号）について、予算審査特別委員会の報告をいたします。 

 補正予算書の１ページをお願いします。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ１,７２６万４,０００円を追加

し、歳出予算の総額をそれぞれ１２９億１,００９万６,０００円とする。 

 第２項で款項の区分及び金額は、次のページの第１表 歳入歳出予算補正によるとしています。

予算審査特別委員会は議員全員での審査のため、詳細につきましては省略をいたします。 

 以上、当委員会において慎重審査し、採決の結果、予算審査特別委員会全員賛成で可決として

おります。 

○議長（松山 力弥）  委員長の報告が終わりました。全員による審査を行っておりますので質疑

を省略し、これより議案第６６号について討論に入ります。討論はありませんか。癩癩討論なし

と認めます。よって、議案第６６号について、採決に入ります。本案に対する委員長の報告の報

告は可決です。よって、議案第６６号は委員長報告のとおり決定することに御賛成の方は起立願

います。 

〔起立全員〕 

○議長（松山 力弥）  起立全員であります。よって、議案第６６号令和２年度須恵町一般会計補

正予算（第３号）は、委員会報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

日程第９．委員会の閉会中の継続審査について

○議長（松山 力弥）  日程第９、委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。 
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 会議規則第７０条の規定により、次のとおり所管事務について、閉会中の継続調査の申し出が

あっております。 

 お諮りします。文教厚生委員会より国民健康保険制度について及び学童保育所の現状把握につ

いて、地方創生事業推進特別委員会よりＳＵＥＮＯＢＡ事業の経過について、以上、委員会申出

のとおり閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  御異議なしと認めます。よって、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 ここでお諮りします。本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理・訂正につきましては、

会議規則第４２条の２の規定により議長に委任していただきたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（松山 力弥）  異議なしと認めます。よって、誤読などによる字句、数字等の整理・訂正

は、議長に委任していただくことに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩

○議長（松山 力弥）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 会議を閉じます。 

 令和２年第３回須恵町臨時会を閉会します。 

午前11時37分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘
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